
令和５年度 第３回 愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会 

次   第 
 

 

日時：令和６年２月 20日（火） 

14：30～16：30 

場所：県庁議事堂４階 

                           農林水産委員会室・建設委員会室 

 

 

１ 開  会 

 

２ 議  事 

(1) 新しい県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画（案）について 

(2) その他 

 

３ 閉  会 

 

 

【配布資料】 

・愛媛県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画（案） 

・愛媛県高齢者保健福祉計画・介護保険事業支援計画 概要版（案） 

・修正一覧表 
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（任期）令和 3年 10月 1日～令和 6年 9月 30日 

区 分  現 職 等 氏 名 備 考 

学 識 経 験 者 
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聖カタリナ大学 人間健康福祉学部 

社会福祉学科教授 
 釜野 鉄平 副会長 

住 民 代 表 者 

（１名） 
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（４名） 
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保健医療関係者 

（５名） 

愛媛県医師会常任理事 仁志川 高雄  

愛媛県歯科医師会常務理事 坂  宗尚  

愛媛県薬剤師会常務理事 宇田 雅実  

愛媛県看護協会会長 久保  幸  

愛媛県老人保健施設協議会会長  清水 清勝 会 長 

審査･支払関係者 

（１名） 

愛媛県国民健康保険団体連合会 

常務理事 
髙橋 敏彦  

市 町 代 表 者 

（２名） 

愛媛県市長会会長 

（伊予市長） 
武智 邦典  

愛媛県町村会会長 

（久万高原町長） 
河野 忠康 欠 席 

１４名  出席１２名・欠席２名 



○ ○ ○ ○

〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

矢川委員

○

坂委員 ○ 〇 芝委員

〇 笠松委員

場所：議事堂4F農林水産委員会室及び建設委員会室

日時：令和６年２月20日(火）14:30～16:30

○
清水会長

武智委員 ○

○髙橋委員

○

出
入
口

愛媛県保健福祉計画等推進委員会　配席図

〇

〇

〇

菅原委員

久保委員

宇田委員

○

釜野副会長

○

○

小林主幹　　尾﨑主幹 星加局長 大森課長　　三好主幹

傍
聴
席
・
記
者
席

仁志川委員

○

○

○



  

 

愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会設置要綱 
 
 （設置） 
第１条 市町の介護保険事業の円滑な運営を支援するための介護保険事業支援計画（以下
「支援計画」という。）と高齢者保健福祉計画（以下「福祉計画」という。）の一体的な推
進を図るため、愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会（以下「推進委員会」という。）
を設置する。 

 
 （任務） 
第２条 推進委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を知事に報告する。 
 (1) 高齢者の現状及びサ－ビス実施の現況の分析に関すること。 
 (2) 保健福祉圏の設定に関すること。 
 (3) サービス実施の目標年次及び目標量の設定に関すること。 
 (4) サービス供給体制の整備に関すること。 
 (5) その他支援計画及び福祉計画の見直しに関して必要な事項。 
 
 （組織） 
第３条 推進委員会は、委員２０人以内で組織し、委員は、次に掲げる者のうちから、知事
が委嘱し、又は任命する。 

 (1) 学識経験者 
 (2) 住民代表者 
 (3) 費用負担関係者 
 (4) 福祉関係者 
 (5) 保健・医療関係者 
 (6) 審査・支払関係者 
 (7) 市町を代表する者 
 
 （会長及び副会長） 
第４条 推進委員会に、会長及び副会長各１人を置く。 
２ 会長は委員が互選し、副会長は会長が指名する。 
３ 会長は会務を統轄し、推進委員会を代表する。 
４ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 
 
 （任期） 
第５条 推進委員会の委員の任期は、３年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
 
 （会議） 
第６条 推進委員会の会議は、会長が招集し、これを主宰する。 
２ 推進委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することがで

きない。 
３ 推進委員会の会議は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決する

ところによる。 
 
 （解散） 
第７条 推進委員会は、その任務を達成したときに解散する。 
 
 （庶務） 
第８条 推進委員会の庶務は、保健福祉部生きがい推進局長寿介護課において処理する。 
 
 （その他） 
第９条 この要綱に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、会長が定め
る。 
 
   附 則 
 この要綱は、平成１０年１１月９日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１１年４月１日から施行する。 
   附 則 



  

 

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。 
   附 則 
 この要綱は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。 

附 則 
 この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年７月１日から施行する。 

２ 改正後の愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会設置要綱第５条第１項の規定は、この

要綱の施行の日以後最初に委嘱される委員の任期から適用する。 
附 則 

 この要綱は、令和４年９月３０日から施行する。 

 



傍 聴 要 領 

 

 

愛媛県高齢者保健福祉計画等推進委員会  

 

 

１ 会議での受付及び手続き  

会議の傍聴の許可を受けた方は、会議の開催予定時刻の５分前までに、

会場前の受付で氏名及び住所等を記入の上、事務局の係員の指示に従って

会議の会場に入室してください。（受付開始は、会議開催予定時刻の３０

分前からです。）  

 

 

２ 会議を傍聴するに当たって守るべき事項  

会議を傍聴する方は、次の事項を守ってください。なお、これらに違反

する場合は、退場させられる場合があります。  

(1) 会議の開催中は、静粛に傍聴することとし、会議における言論等に対

して拍手その他の方法により公然と可否を表明したり、威圧的行為等を

したりしないこと。  

(2) 会場において、飲食又は喫煙をしないこと。  

(3) 会場において、写真、ビデオ等を撮影し、又は録音等をしないこと。

ただし､会長等の許可を得た場合は、この限りでない。  

(4) その他会議の秩序を乱し、又は審議等の支障となる行為をしないこと。 

 

 

３ 会議の秩序の維持  

(1) 会議を傍聴する方は、事務局の係員の指示に従ってください。  

(2) 会議を傍聴する方が、２の規定に違反する場合は、注意し、なおこれ

に従わないときは、退場していただく場合があります。  


